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はじめに
　(1) 地域情報化の概念整理
　　 　

①少子・高齢化

②災害の発生、治安の悪化

③地域文化衰退

④ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞ

⑤地域雇用の創出

⑥地方財政の悪化　　　　　　　　　　など

①少子・高齢化

②災害の発生、治安の悪化

③地域文化衰退

④ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞ

⑤地域雇用の創出

⑥地方財政の悪化　　　　　　　　　　など

地域社会

ＩＴにより地域の課題を解決

●教育、医療、防災等

　シビルミニマムの向上

●地域文化の活性化

●地域経済の活性化　　　

●広域的な交流・連携の推進　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　など

ＩＴにより地域の課題を解決

●教育、医療、防災等

　シビルミニマムの向上

●地域文化の活性化

●地域経済の活性化　　　

●広域的な交流・連携の推進　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　など

地域の諸課題

地域住民
地元企業
ＮＰＯ

地方公共団体
・地域の情報化政策を総合的に展開
　　　　　　　　　　　　　　　　等

地域産業
・ベンチャー育成　　

・雇用確保　　　
　　　　　　　　等

医療・福祉機関
・地域医療・福祉の充実　
　　　　　　　　等

ライフライン機関
・地域の安全性の向上
　　　　　　　　等

教育機関
・教育の高度化
・人材育成　　

　　　　　　等

先導的役割

に期待

　様々な主体が協働するこ

とが相乗効果をもたらし、豊

かな地域社会の形成につ

ながるが、特に、地方公共

団体が先導的役割を担うこ

とが重要。

地域社会の様々な主体と
地域情報化における役割

安全・安心で豊かな
地域社会を形成

公共ネットワーク
人と人、組織と組織を結び、
新たな付加価値を創出
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ＩＴ人材育成

医療・福祉

教育
生涯学習

行政
（ﾌﾛﾝﾄｵﾌｨｽ）
（ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ）

ＩＴを活用した
地域づくり 防災

地方公共団体 ： Ｉ Ｔをツールとし総合的な「 ｅ－地域づくり 」を展開

地域産業

地域産業にとって最大の顧客。　　

また、ＩＴベンチャーの育成などによ

り地域産業を活性化。

小・中・高レベルの情報化教育に加え、

高度ＩＴ人材を育成し、地元企業に供

給。

ＩＴ基盤

地域公共ネットワーク整備に加え、

ＣＡＴＶ網構築等、地域情報化の

基盤を整備。

地域情報化施策の地域情報化施策の
企画・立案企画・立案

はじめに
　(2) 地方公共団体に期待される役割
　　 　

・地方公共団体の情報化経費　０．７兆円以上

・担当職員　３．４万人

地方公共団体は点線内の取組主体で、

地域の諸課題に横断的に対応。地方公共団体が先導し、行政、企業との

データをデジタル化

グローバルなデータ流通により新たな

付加価値を創出

地方公共団体が先導し、行政、企業との

データをデジタル化

グローバルなデータ流通により新たな

付加価値を創出
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全国規模の公共ネットワークの状況
・　総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）　＜行政専用＞

　　　　・　地域衛星通信ネットワーク

全国規模の情報基盤 　　
　　　　・　組織認証基盤

　　　　・　個人認証基盤

都道府県は、行政内部の業務系システム（メール、財務・人事システム等）の

みならず、教育、医療、防災などのシステムをも包含する多目的なブロードバ

ンドによる情報ハイウェイを構築するところが増加している

　　 ・　出先機関だけではなく市町村と接続する例も増加しているが、不十分
　　 ・　民間利用への開放を前提に整備するケースが半数程度あるが、通信事業者のネットワーク整備に伴い、必要

　性は低下→通信事業者のサービスを活用して情報ハイウェイを構築するところが増加

市町村の地域公共ネットワーク整備は全団体の半数を超えたが、地域によって

整備状況にばらつき

　　 ・　合併が地域公共ネットワーク整備の好機

　　 ・　住民サービスとバックオフィス双方の高度化の基盤

　 ・　民間インフラの補完的利用を図る例も存在

１．公共ネットワーク等基盤整備

　 (1)現状
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１．公共ネットワーク等基盤整備
　 (2)都道府県が整備するネットワーク：情報ハイウェイの整備状況①

都道府県の３５団体が情報ハイウェイを整備。また２団体が整備中。
　　 ※情報ハイウェイ：行政情報等の住民向けサービスの提供機能を有するブロードバンドの公共ネットワーク

情報ハイウェイの整備が検討中または未定の都道府県は１０団体であり、関東や東海など大都市圏
に分布。
多くの団体では基幹的な情報通信基盤として、超高速の光ファイバ（１００Ｍｂｐｓ以上）で基幹網を構
築。

県庁と県内の出先機関を接続しているほか、先進的な団体では、各市町村と接続し、行政、教育､医
療などの高度なサービスを展開。

民間通信事業者によるインフラ整備が進展しない条件不利地域を抱える団体では、積極的に民間に
開放することで、ブロードバンドやCATVなどのサービス提供エリアの拡大、携帯電話不感地域解消等
に活用。　

100%21.3%78.7%

47団体10団体37団体

合計検討中・未定整備済み

情報ハイウェイ整備状況（平成１６年４月現在）

整備団体数 ５１２１５３０２

１５年度１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度

光ファイバ以外で構築事例－山梨県（防災行政無線）、富山県、三重県（ＣＡＴＶ網）など

総務省補助事業を活用した団体－１２団体

自設、借上比率－７：２８

ギガビットネットワークで構築している団体：２０団体

※整備年度別

内訳は・・・

（補足）
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※平成１５年１０月現在

基幹網１００Ｍｂｐｓ以上かつ全ての市町
村と接続する情報ハイウェイを整備済の
団体 18

その他 29

合計 47

情報ハイウェイを整備し、かつ全市町村と接続している団体は、１８団体。

１．公共ネットワーク等基盤整備
　 (2)都道府県が整備するネットワーク：情報ハイウェイの整備状況②
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①ネットワークを

整備済み

１,１０９団体

（３４．２％）

②整備計画を作成済み

今後2005年度までに

ネットワークを整備予定

１,２１６団体

（３７．５％）

③整備計画なし

９１６団体

（２８．３％）
②整備計画を作成済み

今後2005年度までに

ネットワークを整備予定

９０８団体

（２８．３％）

③整備計画なし

５４０団体

（１６．８％）
①ネットワークを

整備済み

１,７５９団体

（５４．９％）

合計　３,２４１団体（１００％） 合計　３,２０７団体（１００％）

平成１４年７月 平成１５年７月

平成１５年７月現在、地域公共ネットワーク整備済みの団体は、１，７５９団体（５４．９％）、昨年より約２１
ポイント増加（都道府県を除く）。人口カバー率は７割程度。

整備意向がありながらも、ＣＡＴＶ網構築を優先するため、未整備となっている団体も存在。

整備計画が未策定の団体は５４０団体。主な理由として「合併の枠組が決まらないために、システム統合

等の計画が立てられない」など。

その他の理由として、「財政難」や「ネットワークの必要性を感じない」との意見が存在。

１．公共ネットワーク等基盤整備

　(3)市町村が整備するネットワーク
　 　①地域公共ネットワークの整備状況Ⅰ
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２．公共ネットワーク等基盤整備
　(3)市町村が整備するネットワーク
　 　①地域公共ネットワークの整備状況Ⅱ（都道府県別整備率）
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総計

奈良県

埼玉県

岩手県

愛知県

栃木県

新潟県

群馬県

徳島県

静岡県

茨城県

鹿児島県

山形県

北海道

和歌山県

青森県

山口県

千葉県

滋賀県

長崎県

福岡県

大阪府

神奈川県

宮城県

岐阜県

宮崎県

京都府

香川県

三重県

東京都

佐賀県

沖縄県

長野県

高知県

兵庫県

秋田県

熊本県

広島県

島根県

石川県

福井県

福島県

山梨県

鳥取県

愛媛県

富山県

岡山県

大分県

（平成１５年７月７日現在）

※　都道府県を通じて
　報告された整備計画
　の策定状況等を単純
　に集計したもの。

全自治体数
（都道府県数を含む）

整備済み

整備予定

計画なし

59
79
36
70
40
59
91
36
42
60
80
91
70
89
54
121
53
50
63
70
38
45
45
97
70
38
45
97
80
51
80
54
68
51
213
45
97
84
74
51
70
111
50
89
59
91
48
3254
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役場保健所

図書館

公民館

小中高校等
支所

地域公共ネットワーク

インターネット

民間電気通信事業
者のネットワーク

　過疎地域等において、モデル事業として、地方公共団体等の公共ネットワークを活用しつつ、加入者系光ファイ
　　バ網設備を整備する際に総務省が所要経費の一部を補助し、超高速インターネットアクセスが可能な環境の整

　　備を加速・推進。

　本事業の実施によって、超高速インターネットで大容量アプリケーションコンテンツの利活用が可能。

　平成１４年度・・・４地域（北海道長沼町、秋田県矢島町、岡山県建部町、広島県大崎上島町）
　　平成１５年度（交付決定済み）・・・３地域（愛知県足助町、宮崎県木城町、茨城県七会村）

１．公共ネットワーク等基盤整備
　 (４)加入者系光ファイバ網設備整備事業

８



１．公共ネットワーク等基盤整備
　 (５) 地域公共ネットワークとケーブルテレビ

　　 　

Ｇ資料館 Ｈ集会所 Ｉ運動公園

Ａ公民館 Ｂ公民館 Ｃ小学校

Ｄ図書館 Ｅ小学校 Ｆ体育館

市役所

ＣＡＴＶ
インター
ネット

サーバ群

ヘッドエンド

同時整備可能な部分
（イントラ用光ファイバ・　
　　ＣＡＴＶ用光ファイバ）

イントラ用
光ファイバ
ＣＡＴＶ用
光ファイバ
ＣＡＴＶ用
同軸ケーブル

ノード（光⇔同軸）

凡例

ケーブルテレビは、行政情報・防災情報等の生活に必要不可欠な地域に密着した映像情
報の提供や、インターネット接続サービスの提供のほか、遠隔医療への活用等、ライフ
ライン機能をも担う地域における総合的な情報通信基盤。

ケーブルテレビを地域公共ネットワークのインフラとして有効活用している地方公共団
体が存在。また、平成１６年度からは地域イントラネット基盤施設整備事業等において、
地域公共ネットワークの構築の際に、ケーブルテレビへの開放を前提とした整備を行う
ことが可能となる。

〈平成１６年度地域イントラネット基盤施設整備事業等の拡充〉
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１．公共ネットワーク等基盤整備

　 (6) 論点整理

◇市町村における地域公共ネットワーク整備は順調に進んでいるが（平成１５年７月現在で５４．９％）、
市町村合併等の新たな事情もあり、平成１７年度以降へずれ込む可能性。

◇都道府県による情報ハイウェイ整備において、全市町村とブロードバンドネットワークで接続し、電子
自治体の共同構築等に利用する動き。（平成１５年度末までに３７道府県で整備、うち市町村とのブ
ロードバンド接続は１８府県）

◇国・都道府県・市町村のシームレスな連携による国民の利便性向上、映像系アプリ等の全国展開、
広域的なデータセンター間のバックアップなど、都道府県を越えた全国的な対応が現状では困難。

◇都道府県が、電子自治体の基盤として、公共ｉＤＣを設置したり、民間ｉＤＣを活用する事例が増加す
る傾向。

◇都道府県・市町村が整備する公共ネットワークによって民間インフラの補完的もしくは代替的役割を
担う事例が存在。また、平成１６年度予算によりＣＡＴＶにも開放。

◇市町村における地域公共ネットワーク整備は順調に進んでいるが（平成１５年７月現在で５４．９％）、
市町村合併等の新たな事情もあり、平成１７年度以降へずれ込む可能性。

◇都道府県による情報ハイウェイ整備において、全市町村とブロードバンドネットワークで接続し、電子
自治体の共同構築等に利用する動き。（平成１５年度末までに３７道府県で整備、うち市町村とのブ
ロードバンド接続は１８府県）

◇国・都道府県・市町村のシームレスな連携による国民の利便性向上、映像系アプリ等の全国展開、
広域的なデータセンター間のバックアップなど、都道府県を越えた全国的な対応が現状では困難。

◇都道府県が、電子自治体の基盤として、公共ｉＤＣを設置したり、民間ｉＤＣを活用する事例が増加す
る傾向。

◇都道府県・市町村が整備する公共ネットワークによって民間インフラの補完的もしくは代替的役割を
担う事例が存在。また、平成１６年度予算によりＣＡＴＶにも開放。

論点整理

※１　平成１４年度より、地域イントラネット基盤施設整備事業等において、超高速インターネットアクセスが可能な加入者系光ファイバ網への
開放を目的とした整備を行うことが認められた。

※２　平成１６年度より、地域イントラネット基盤施設整備事業等において、ケーブルテレビへの開放を目的とした整備を行うことが認められた。
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１．公共ネットワーク等基盤整備

　 (7) 今後の方向性

◆全国的なブロードバンド・ネットワーク整備
　民間によるネットワーク整備を推進するとともに、地域に閉じられた公共ネットワークの接続（国と都道府県、都道府県
と市町村）により、全国的なブロードバンドネットワークを構築することが必要。

◆地域イントラネット基盤施設整備事業等の検討
　地域公共ネットワークについては、市町村合併等の状況を勘案し、平成１７年度以降における地域イントラネット基盤
施設整備事業等のあり方の検討が必要。

◆公共ｉＤＣ設置等の促進
　電子自治体構築等における共同化推進の前提として、都道府県レベルの公共ｉＤＣの整備、民間ｉＤＣ活用の促進が
必要。また、全国的規模のデータセンター設置も検討。

◆条件不利地域等における地域公共ネットワーク活用
　離島における基幹網強化などに地域公共ネットワークを一層活用。

◆全国的なブロードバンド・ネットワーク整備
　民間によるネットワーク整備を推進するとともに、地域に閉じられた公共ネットワークの接続（国と都道府県、都道府県
と市町村）により、全国的なブロードバンドネットワークを構築することが必要。

◆地域イントラネット基盤施設整備事業等の検討
　地域公共ネットワークについては、市町村合併等の状況を勘案し、平成１７年度以降における地域イントラネット基盤
施設整備事業等のあり方の検討が必要。

◆公共ｉＤＣ設置等の促進
　電子自治体構築等における共同化推進の前提として、都道府県レベルの公共ｉＤＣの整備、民間ｉＤＣ活用の促進が
必要。また、全国的規模のデータセンター設置も検討。

◆条件不利地域等における地域公共ネットワーク活用
　離島における基幹網強化などに地域公共ネットワークを一層活用。

今後の方向性
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電子自治体の構築については、総務省が必要な共通システムの促進等

により地方公共団体を支援

　　　　　・　共同アウトソーシング・電子自治体推進戦略

　　　　　・　住民基本台帳システム

都道府県や市町村は喫緊の課題として電子自治体の構築に尽力中

　　　　　・　電子申請については、都道府県と市町村の連携、都道県内の連携により、共同開発の方向

　　　　　・　運用面の共同アウトソーシング（ＡＳＰ方式）も検討中

　　　　　・　バックオフィスの効率化についての取組には温度差

　　　　　・　各種アプリケーションについて都道府県間の連携や市町村間の連携が一部実現

　　　　　・　地方公共団体間の取組にばらつきが生じており、また、財政悪化や人材不足により、

　　　　　　　開発スピードが限定的

医療、教育、防災等のアプリケーションは各所管省庁の取組をふまえ、

各地方公共団体が個別に対応

　　　　　

　

２．アプリケーションの展開
　(1) 現状　
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共同開発・運用：都道府県のほとんどは、電子申請・届出をはじめとする各種
アプリケーションの構築・運用について、今後市町村と共同で進める意向を持っ
ており、実際の共同開発・運営を推進。
・総合連携システム（北海道など）、都道府県広域市町村情報共有システム（石川、長
野など）、施設予約システム（大阪、茨城など）、電子入札システム（千葉、石川、熊
本など）（いずれも開発中、計画を含む）、電子申請システム（徳島など）

・市町村（広域）が連携してシステムの標準化と共同システムの企画・構築を行って、
システム費用の削減や効率化に成功。

２．アプリケーションの展開

　(2)都道府県の取組
　　　①電子自治体構築

地方自治体におけるＩＴ事業者へのアウトソーシング（イメージ）
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２．アプリケーションの展開

　 (2)都道府県の取組
　　　　②各分野での取組状況

代表事例サービス団体数分野

宮城県：「宮城県学習情報ネットワーク（みやぎＳＷＡＮ）」

鳥取県：「鳥取県教育用ネットワーク（Ｔｏｒｉｋｙｏ－ＮＥＴ）」

愛媛県：「愛媛スクールネット」

など

２５/４７団体
（５３％）

教育・研究・
生涯学習

岩手県：「災害情報システム」

岐阜県：「災害情報ネットワーク」

佐賀県：「防災情報ネットワーク」

など

１７/４７団体
（３６％）

防災・交通

岩手県：「医療情報システム」

宮崎県：「宮崎健康福祉ネットワーク（はにわネット）」

新潟県：「遠隔医療システム」

など

１１/４７団体
（２３％）

医療・保険・
福祉

地方公共団体が公共用のブロードバンドネットワークを構築することによって、大容量コ
ンテンツがストレスなく流通し、高度な住民サービスの展開が可能。

実際に、各都道府県では、自ら構築した情報ハイウェイ等の上に、医療・防災・教育等
の分野でブロードバンドコンテンツを利用したサービスを展開。

しかしながら、医療・防災・教育等、ブロードバンドネットワークの活用がもっとも期待さ
れる分野においても、下表のように都道府県によって対応が区々であり、住民に不可欠
のサービスとしては不十分。

総務省地方情報化推進室調査（平成１５年１１月実施）
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２．アプリケーションの展開

　(3)高度な住民サービスへの展開事例
　　　①防災分野

大分県：
衛星系に加え、情報ハイウェイを活用し、
　　 防災情報システムを構築

その他、岩手県、兵庫県、広島県、
愛媛県、佐賀県など

《気象情報収集・伝達システム》

　　　　　　　　　　　　　　　
●気象注意報・警報　　 ●震度情報　　　　　　●短時間降水予測
●台風情報　　　　　　　　●雨量情報　　　　　　●洪水予報
●気象レーダ　　　　　　　●潮位情報　　　　　　●火災気象通報
●短期予報・週間予報　 ●アメダス　　　　　　 ●津波注意報・警報
●防災に関する情報　　●ひまわり画像　　　 ●河川水位情報
●防災業務支援情報　　●実況・予報天気図　　　　　　　　　　　　他

《被害情報収集・集計システム》　　　　　　　　　　　　　
　　
●現場緊急報　　　　　　●支援要請報
●被害速報　　　　　　　　●中間・確定報
●被害自動集計報　　　●地図情報　　　　　　他

《映像システム》
●防災ヘリテレ映像　　 ●県警ヘリテレ映像
●パトカー電送映像　　 ●交差点カメラ映像
●高所カメラ映像　　　　●衛星移動車で撮影した映像
●気象専用番組　　　　 ●テレビ会議映像
●土石流監視映像　　　　　　　　　　　　　　　　　他

気　象　系　情　報

・天気図
・アメダス情報
・台風予想進路図
・注意報・警報
・地震情報　　等

セン サー 系情報

・震度計情報
・河川水位情報
・雨量・土石流情報
・その他センサー情報

県関係部署・公的機関

・気象観測情報
・雨量・河川水位情報
・ライフライン情報

（水道・電気・ガス・交通等）

災　　害　　現　　場

・災害映像
・被害情報
・衛星移動車
・衛星可搬
・パト電送映像

　市　町　村
●災害連絡　●検索端末
・気象情報
・災害情報
・避難情報
・支援要請

振興局・土木事務所等
●災害連絡　●検索端末

・気象情報
・災害情報
・避難情報

消防本部
●災害連絡　●検索端末

・気象情報
・災害情報
・避難情報

県警本部
●災害連絡　●検索端末

・気象情報
・災害情報
・避難情報

大分県防災情報システム概要図

大 分 県 庁 緊
急
連
絡

緊
急
連
絡

緊
急
連
絡

緊
急
連
絡

関係各課統制室

【大型マルチスクリーン】
●映像情報システム
●雨量・河川水位情報システム
●ビデオオンデンマンドシステム
●被害情報収集・配信集計システム
　（地図情報システム）
●ウェザー気象情報システム
●気象庁気象情報システム

【防災端末】
●防災無線通信システム
●震度情報システム
●ＴＶ会議システム
●職員参集システム
●FAX-OCRシステム
●一斉・順次同報FAX
●消防無線モニター

防災センター

大分県高度情報通信ネットワークシステム

【インターネット・無線通信・衛星通信・ISDN・FAX等】

情報交換
情報連携

放　　送 情報交換
情報連携

国 住　民 隣県 等

情報収集
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＜教育分野＞

鳥取県：
「鳥取情報ハイウェイ」を活用し「鳥取県
教育情報通信ネットワーク（Torikyo-
NET）」を展開中。

①児童生徒用グループウェア、電子メー
ル、②鳥取県独自のWeb教材「Webマッ
プ鳥取県」、③電子メールによる教職員
の情報活用へのサポート、④学校ホー
ムページの公開と作成支援、⑤教職員
の自己研修の支援、⑥遠隔講義システ
ム、⑦保護者への情報提供機能、教材
の共有化、などを提供。

岡山県情報教育センターとも接続。

図：鳥取県教育情報通信ネットワーク概念図

その他、多数の団体

２．アプリケーションの展開状況

　(3)高度な住民サービスへの展開事例
　　　②医療、教育分野

＜医療分野＞

宮崎県：

「宮崎情報ハイウェイ２１」を活用して、医療情報
の電子化を推進し、効果的な医療に活用する
為のシステムを開発・普及することを目的に「宮
崎健康福祉ネットワーク（はにわネット）」を構築。

宮崎医科大学医学部附属病院を中核とし、宮
崎県医師会および宮崎県薬剤師会が参加。

一般患者は、「はにわねっと」に入会することで、
電子カルテが作成される。

中核病院と診療所間で放射線画像等のやりと
りによる遠隔診断システム、大学病院を核とし
た電子カルテシステム、介護認定を行う特定指
定市町村間を結んだ介護認定ネットワーク、な
どを整備。

図：はにわネットのシステム全体構成図

　　（出典：はにわネットホームページ） １６



２．アプリケーションの展開状況
　 (4)市町村の取組

ある市では下図のように７つの支所に権限をできる限り委譲し、地域に根ざした住民サービスを実施して
おり、その前提としてネットワークによる情報共有を実現。

①施設・図書予約システム、②防災情報システム、③行政相談システム、④学校インターネットシステム、

⑤まちづくり情報システム等、幅広い分野で地域公共ネットワークを活用して住民サービスを向上。

併せて地域公共ネットワーク上にグループウェアなど行政事務に関する各種システムを統合することで、
バックオフィスの効率化にも活用。

（システムの例）

①施設・図書予約システム：インターネットにより、スポーツ・文化施設、図書の予約が可能

②防災情報システム：平常は避難所や防災倉庫を地図上に明示するとともに、発災時は被災状況の
画像配信、避難所へ避難した市民の安否情報を提供

③行政相談システム：テレビ会議システムを利用し、税務相談や福祉相談など専門的相談を実施

④学校インターネットシステム：学生・生徒のインターネット利用やｅ－ラーニング等を推進

⑤まちづくり情報システム：地図情報に都市計画や建築規制等をインプットし、住居等の建築相談

などに対応　

市立病院

中学校 小学校 福祉施設

保育所

幼稚園

図書館

文化センター

公園管理事務所

消防署

インターネット

１７



１．課題：住民がＩＴの利便性を享受できていない。

◇公共アプリケーションの住民アクセス手段としてＣＡＴＶ、さらに地上デジタル放送の普及に期待。

◇都道府県レベルにおいて情報ハイウェイ等は整備されたものの、防災・教育・医療等の分野にお
いてもアプリケーションが十分展開されているとは言えず、住民に利便性が実感されていない。

２．標準化、共同構築・共同運用

◇地方公共団体単独では人材・財源が不足する中、単独自治体の負担軽減、ベンダー依存型のシ
ステム構築といった課題を抜本的に解決するための戦略とロードマップが存在しない。

◇地方公共団体においては、各種システムを部局ごとに個別に導入しているため、横断的に見た場
　 合、類似データの重複管理や採用技術・設計構造の統一的枠組みが欠如。

◇各地方公共団体ごとにデータの交換形式が区々であり、異なる地方公共団体のシステム間はも
とより、同一の地方公共団体のシステム間においてもデータ交換が極めて困難。

◇このため、地方公共団体では汎用機の運用やソフト改修等に多額の経費を要し、新たにＩＴ化を進
めるべき分野での予算確保が困難。

１．課題：住民がＩＴの利便性を享受できていない。

◇公共アプリケーションの住民アクセス手段としてＣＡＴＶ、さらに地上デジタル放送の普及に期待。

◇都道府県レベルにおいて情報ハイウェイ等は整備されたものの、防災・教育・医療等の分野にお
いてもアプリケーションが十分展開されているとは言えず、住民に利便性が実感されていない。

２．標準化、共同構築・共同運用

◇地方公共団体単独では人材・財源が不足する中、単独自治体の負担軽減、ベンダー依存型のシ
ステム構築といった課題を抜本的に解決するための戦略とロードマップが存在しない。

◇地方公共団体においては、各種システムを部局ごとに個別に導入しているため、横断的に見た場
　 合、類似データの重複管理や採用技術・設計構造の統一的枠組みが欠如。

◇各地方公共団体ごとにデータの交換形式が区々であり、異なる地方公共団体のシステム間はも
とより、同一の地方公共団体のシステム間においてもデータ交換が極めて困難。

◇このため、地方公共団体では汎用機の運用やソフト改修等に多額の経費を要し、新たにＩＴ化を進
めるべき分野での予算確保が困難。

論点整理

２．アプリケーションの展開

　(5) 論点整理
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２．アプリケーションの展開

　(6) 今後の方向性

　

（１）地域を越えて共通するもの（電子自治体、公共アプリケーション）
◇共通プラットフォーム等の標準化
　地方公共団体のすべてのシステムの基盤となる共通プラットフォームの標準化が必要。また、異なる地方公共団体のシステム間及び
同一の地方公共団体のシステム間におけるシームレスなデータ交換、マルチベンダ化による経費効率化等のため、データ交換形式の
全国的な標準化を図り、システム間の相互運用性を確保。

◇公共アプリケーションの共同構築・共同運用　
　(1)CATV、地上デジタル放送を活用した住民サービス、(2)有事・防災・テロ、(3)教育・文化コンテンツの全国的配信、(4)地域医療体制
の充実等のための全国的展開が必要なアプリケーションについては、全国レベルで早急に構築。
　なお、都道府県レベルで広域展開が可能なアプリケーションについては、都道府県等が中心となって、共同構築・共同運用により展
開することが必要。

(２)地域が独自に取組むべきもの（市民参加、産業振興など）
◇アプリケーション開発に係る支援
　アイデアや意欲に富む市町村の取組を支援し、その成果を全国に普及させることを目的として、自由度の高いアプリケーション開発支
援スキームを検討。
　また、地方公共団体だけではなく、ＮＰＯ、市民活動団体など多様な主体の支援についても検討。

　

（１）地域を越えて共通するもの（電子自治体、公共アプリケーション）
◇共通プラットフォーム等の標準化
　地方公共団体のすべてのシステムの基盤となる共通プラットフォームの標準化が必要。また、異なる地方公共団体のシステム間及び
同一の地方公共団体のシステム間におけるシームレスなデータ交換、マルチベンダ化による経費効率化等のため、データ交換形式の
全国的な標準化を図り、システム間の相互運用性を確保。

◇公共アプリケーションの共同構築・共同運用　
　(1)CATV、地上デジタル放送を活用した住民サービス、(2)有事・防災・テロ、(3)教育・文化コンテンツの全国的配信、(4)地域医療体制
の充実等のための全国的展開が必要なアプリケーションについては、全国レベルで早急に構築。
　なお、都道府県レベルで広域展開が可能なアプリケーションについては、都道府県等が中心となって、共同構築・共同運用により展
開することが必要。

(２)地域が独自に取組むべきもの（市民参加、産業振興など）
◇アプリケーション開発に係る支援
　アイデアや意欲に富む市町村の取組を支援し、その成果を全国に普及させることを目的として、自由度の高いアプリケーション開発支
援スキームを検討。
　また、地方公共団体だけではなく、ＮＰＯ、市民活動団体など多様な主体の支援についても検討。

今後の方向性

〈システム開発の基本的な考え方の明示〉
・地方公共団体のシステムを、(1)地域を越えて共通するもの、(2)地域が独自に取り組むべきものに区分し、(1)
は共同化と効率化を進め、(2)に資金をシフト。
・システムのあり方として、①ネットワーク化、②Ｗｅｂ化、③オープン化を目標として明確にすることが必要。
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３．地域情報化を推進するための体制整備等

　(1) 論点整理と今後の方向性

◆高度なＩＴ人材育成
　　高度な人材育成については、全国的な対応が必要。

◆地域ＩＴ総合ランキングの検討
　　行政・住民・産業それぞれのハード・ソフト・利用度の状況を把握して地域情報化の進展度合いを総合的に評価し、
地方公共団体の自己分析に資するとともに、ランキングを公表することにより地域情報化のインセンティブを一層高め

ていく必要。

◆高度なＩＴ人材育成
　　高度な人材育成については、全国的な対応が必要。

◆地域ＩＴ総合ランキングの検討
　　行政・住民・産業それぞれのハード・ソフト・利用度の状況を把握して地域情報化の進展度合いを総合的に評価し、
地方公共団体の自己分析に資するとともに、ランキングを公表することにより地域情報化のインセンティブを一層高め

ていく必要。

◇ＩＴ関連の研修はアプリケー ション研修程度の取組にとどまっており、自治体経営改革、適切なＩＴ調達等、マネジメン

トレベルでの人材育成の取組はほとんど手つかず。（米国ではＣＩＯ大学（大学院レベルのプログラムを提供する大学）

が運営されている。）

◇情報化担当について各レベルに応じた人材が必要とされているが、市町村レベルでの確保は困難であり、その育

成についても苦慮している状況。

◇小・中・高レベルの情報化教育に加え、地元企業に供給される高度ＩＴ人材について地方公共団体の役割に対する期

待が存在。

◇地域情報化を総合的に評価する指標が存在せず、進捗状況を把握することが困難。

◇ＩＴ関連の研修はアプリケー ション研修程度の取組にとどまっており、自治体経営改革、適切なＩＴ調達等、マネジメン

トレベルでの人材育成の取組はほとんど手つかず。（米国ではＣＩＯ大学（大学院レベルのプログラムを提供する大学）

が運営されている。）

◇情報化担当について各レベルに応じた人材が必要とされているが、市町村レベルでの確保は困難であり、その育

成についても苦慮している状況。

◇小・中・高レベルの情報化教育に加え、地元企業に供給される高度ＩＴ人材について地方公共団体の役割に対する期

待が存在。

◇地域情報化を総合的に評価する指標が存在せず、進捗状況を把握することが困難。

論点整理

今後の方向性
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一体的に推進

　地上デジタル放送を活用し、情報の交流を活
性化するとともに、ＮＰＯ等と連携した地方
からの提案型ＩＴ事業を支援することにより、
地域住民がＩＴの利便性を享受

　地上デジタル放送を活用し、情報の交流を活
性化するとともに、ＮＰＯ等と連携した地方
からの提案型ＩＴ事業を支援することにより、
地域住民がＩＴの利便性を享受

　全国整備を推進中の公共ネットワー

ク、民間のネットワーク、デジタル

放送等を有機的に連携させたユビキ

タス・ネットワーク上に様々な住民

サービスを展開

　全国整備を推進中の公共ネットワー

ク、民間のネットワーク、デジタル

放送等を有機的に連携させたユビキ

タス・ネットワーク上に様々な住民

サービスを展開

　システムのＷｅｂサービス化を推

進し地方公共団体の電算経費を効

率化。地域ＩＴ企業を担い手とす

る新たなＩＴサービス投資に転換

し、住民の利便性を向上

　システムのＷｅｂサービス化を推

進し地方公共団体の電算経費を効

率化。地域ＩＴ企業を担い手とす

る新たなＩＴサービス投資に転換

し、住民の利便性を向上

Ｗｅｂサービスの推進による地域活性化

電子自治体構築に向けたハード・ソフト両面からのＩＴ施策を集中的に展開す
るとともに、情報化に向けた地域間競争を促進し、地域住民がＩＴの利便性を
実感できる社会を実現

電子自治体構築に向けたハード・ソフト両面からのＩＴ施策を集中的に展開す
るとともに、情報化に向けた地域間競争を促進し、地域住民がＩＴの利便性を
実感できる社会を実現

ＩＴコミュニティの創生

地域におけるユビキタス・ネットワークの実現

４．ユビキタスネット社会の実現に向けて
　(１)３つの政策パッケージ
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地域住民

村役場市役所町役場

双方向行政サービスシステム
（県単位で連携）

地上デジタル放送
地上デジタル放送

放送コンテンツ通信回線

自治体間の連携と競争

・地上デジタル放送を活用し、家庭の
　ＩＴ基盤ともいうべきテレビにおい
　て誰もが行政情報・コミュニティ情
　報にアクセスできる環境を実現

２１世紀ＩＴコミュニティプログラム 地デジを活用したコミュニティ情報交流

地域ビジネス

ＮＰＯ等

便利！操作が
易しい！

情報の交流・コミュニティ
の活性化

・ＮＰＯ等と連携し、知恵と工夫の競
　争に基づく地方からの提案型ＩＴ事
　業を積極的に支援し、地域ＩＴコミ
　ュニティの活性化を実現

地上デジタル放送を活用し、情報の交流を活性化するとともに、ＮＰＯ等と連
携した地方からの提案型ＩＴ事業を支援することにより、地域住民がＩＴの利
便性を享受

地上デジタル放送を活用し、情報の交流を活性化するとともに、ＮＰＯ等と連
携した地方からの提案型ＩＴ事業を支援することにより、地域住民がＩＴの利
便性を享受

りんごトレーサビ
リティ

モバイル観
光ナビ

海外コミュニティ
連携

ＩＴコミュニ
ティ戦国時代

地域再生

中心市街地再活
性化

雇用創出

４．ユビキタスネット社会の実現に向けて
　 (2) ＩＴコミュニティの創生
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システムのWebサービス化を推進し地方公共団体の電算経費を効率化。地域Ｉ
Ｔ企業を担い手とする新たなＩＴサービス投資に転換し、住民の利便性を向上。

システムのWebサービス化を推進し地方公共団体の電算経費を効率化。地域Ｉ
Ｔ企業を担い手とする新たなＩＴサービス投資に転換し、住民の利便性を向上。

職員認証　　
サブシステム

職員認証　　
サブシステム

文書管理　
システム

文書管理　
システム

システム連携基盤システム連携基盤システム連携基盤

Webサービス連携

共通化技術標準

電子申請 電子調達 人事給与

共通API群

OS

J2EE

公的個人
認証確認
サブシステム

公的個人
認証確認
サブシステム

共通API群

ビジネスロジック

OS

J2EE

共通API群

ビジネスロジック

OS

J2EE

共通API群

ビジネスロジック

OS

J2EE

共通サブシステム

ポータルポータル

県・市町村によるデーターセ

ンターでの共同運用を指向

福岡県の例

公共アプリケーションの開発を地元ＩＴ企

業が担い、地域経済が活性化

公共アプリケーションの開発を地元ＩＴ企

業が担い、地域経済が活性化

Ｗｅｂサービスによる
日本発の電子自治体

利活用モデル

ユビキタスネット

社会実現の
推進力

・地方公共団体のすべてのシステムの基盤

となるプラットフォームについて、Ｗｅ

ｂ技術を活用しつつ、ＥＡ（エンタープ
ライズ・アーキテクチャー）に基づく最
適化モデルを開発・構築し、システム開

発を効率化

・さらに防災、医療、教育等住民の利便性
向上に資する公共アプリケーションを全

国展開

４．ユビキタスネット社会の実現に向けて

　 (3) Ｗｅｂサービスの推進による地域活性化
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都道府県情報ハイウェイ

全国公共全国公共
ネットワークネットワーク

地域公共ネットワーク

Ａ市役所

全国整備を推進中の公共ネットワーク、民間のネットワーク、デジタル放送等を
有機的に連携させたユビキタス・ネットワーク上に様々な住民サービスを展開。
　　　　

全国整備を推進中の公共ネットワーク、民間のネットワーク、デジタル放送等を
有機的に連携させたユビキタス・ネットワーク上に様々な住民サービスを展開。
　　　　

ＣＡＴＶ

事業者

公立病院
学校

・データ放送による公共サー
ビス展開

・テレビ電話としての活用

・デジタル放送の活用

・電子申請システム

・遠隔医療システム

・学校インターネット

・広域的なアプリケー
ション展開

・災害時の安否確認

・観光情報提供

・モバイル端末による
迅速な情報提供

都道府県情報ハイウェイ・地域の視点で地域公共

ネットワークを利活用

　・加入者系光ファイバ網

　・ＣＡＴＶ網

・民間利用の推進

・公共ネットワークの整備
促進と、相互接続による

ネットワークの全国展開

・全国ネットワーク
の整備

公共ｉＤＣ

地域公共ネットワーク

Ｂ町役場

一般家庭

デジタルテレビ

普及へ貢献

地上
デジタル
放送

携帯電話 ＰＤＡ

４．ユビキタスネット社会の実現に向けて
　 (4) 地域におけるユビキタス・ネットワークの実現

２４


